


　システム開発業務に就いていた労働者が過
重労働の末、自殺した件について、出向先の
会社の安全配慮義務違反が認められ、遺族に

対して約8,000万円の支払いが命じられた。
（東京地裁 平成20.12.8判決）

　使用者が安全配慮義務を怠り、従業員がメンタルヘルス
を悪化させると、「❶生産性の低下や労働力の損失」を招く
だけでなく、「❷思わぬ事故等を起こし、営業・操業停止
に伴う経済的損失」などが発生する可能性が増します。さ
らに、不幸にして従業員が過労死や自殺をしたような場合
などは、「❸多額の賠償金の支払いを命じられる」こともあ
り、このようなケースが生じて企業名が公表されると「❹
対外的なイメージダウン」は避けられません。
　メンタルヘルス対策は、リスク管理という観点からも、
企業が真剣に取り組むべき重要な問題です。

安全配慮義務とは安全配慮義務とは
　労働契約法第5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者
がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することがで
きるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労
働者に対する安全配慮義務（健康配慮義務）を明文化してい
ます。条文中の「生命、身体等の安全」には「心身の健康（メ
ンタルヘルス）」も含まれるとされています。

企業がメンタルヘルス対策に取り組む
意義・重要性
企業がメンタルヘルス対策に取り組む
意義・重要性

安全配慮義務に関する判例

　うつ病発症までの約１年間にわたって月
100時間超の時間外労働に従事させ、何の対
策も講じなかった会社側に対し、自殺した労

働者の遺族への慰謝料ほか約9,900万円の支払いが命じ
られた。（福岡地裁 平成21.12.2判決）

　過重労働が原因でうつ病になった労働者を
不当解雇した事案で、原告がうつ病発症を会
社に申告しなかったために高裁判決で賠償額

が減額されたことに対し、最高裁は「労働者が自らの健
康状態を申告しなかったことをもって過失相殺はでき
ない」として、賠償額の審理を高裁に差し戻し。差し戻
し審では、賠償額を増額し約6,000万円の支払いが命じ
られた。（東京高裁　平成28.8.31判決）

メンタルヘルス対策は、万全ですか
職場での心の不調や、精神障害などの労災補償件数は増加傾向にあります。
大切な人財がいきいきと職場で働けるよう、
メンタルヘルス対策を講じておくことは企業にとって重要な課題となっています。

Ａ 社

B社

C社

受験のおすすめ

職場における「心の健康」の増進に
　企業が競争力を強化し、持続的な発展を遂げていくための要素の一つとして、「人的資本の強化」が求められ、
人への投資により中長期的な企業価値の向上を目指そうとする動きが高まっております。限られた人材の持てる
力を十分に活用するためには、従業員のココロとカラダの健康維持が不可欠であり、産業界に健康経営®が浸透
するなど、従業員が安心して働くことのできる職場環境を整える取組が広がっております。
　とりわけ、「ココロの健康」に関しては、2015年に創設されたストレスチェック制度が従業員50人未満の事業
場にも義務づけられるという政府の方針が固まるなど、職場におけるメンタルヘルス対策は、企業規模や業種を
問わず不可欠な取組となりつつあります。こうした取組を進めるうえでは、組織全体におけるメンタルヘルスに
関する意識を高めるとともに、組織に所属する一人ひとりがその役割に応じた知識を身につけたうえで、職場の
なかで活かしていくことが求められます。
　大阪商工会議所では、職場での役割に応じて必要なメンタルヘルス対策の知識や対処方法を学んでいただくた

め、2006年から「メンタルヘルス・マネジメント®検定試験」を実施しております。累計受験者数は70万人を超え、管理職や従業員への受
験が奨励されるなど多くの企業でメンタルヘルス教育の一環として当検定試験をご活用いただいております。当検定試験の学習を通じて得
た知識を現場で実践していただくことにより、活力あふれる職場づくりにお役立ていただければ幸いです。

C e r t i f i c a t i o n  Te s t  f o r  M e n t a l  H e a l t h  M a n a g e m e n t

推薦のメッセージ

　ストレスチェック制度、働き方改革に加え、健康経
営®、ウェルビーイング経営や人的資本経営が広がる中、
職場のメンタルヘルス対策の重要性はますます増大し
ています。新型コロナウイルス感染症の世界的大流行
（パンデミック）以降加速した働き方の変化は、労働者
のメンタルヘルスを取り巻く状況をますます複雑にし
ています。
　職場のメンタルヘルス対策を効果的に進めるために
は、事業者が継続的かつ計画的に推進することとともに、
人事労務管理スタッフ、管理職、一般社員が自らの役
割を認識し、メンタルヘルスに関する正しい知識を持
つことが大事です。メンタルヘルス・マネジメント®検
定試験は、働く人のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ
ために、産業保健の視点だけでなく経営や人事労務管
理の視点から、基本、応用さらには最新の知識を包括
的に学べるように構成されています。検定試験に取り
組んでいただくことで、それぞれの立場に必要な知識
を体系的に習得することができます。
　この検定試験に合格された方からは、従業員の心の
健康づくりに役立ったという声をたくさんいただいて
います。さらに多くの方にこの検定試験を受験いただき、
そこで得た知識を、これからの職場のメンタルヘルス
の推進に活用いただけるように願っています。

　「健康にとって最もリスクになること」の調査結果が「令和6年版厚
生労働白書」に記載されています。「生活習慣病を引き起こす生活習慣」
が55.9％（2004年）から36.4％（2024年）と減少する一方、「精神病
を引き起こすようなストレス」が5.0％から15.6％と約3倍に増加し
ています。明確な数値で表される血液検査などの検査結果と異なり、
「何となく」感じる、不安、心配、恐怖などの漠然とした心の持ちよ
うに健康リスクを感じるようになってきたのです。先行き不透明な時
代がもたらした将来に対する不安感なのでしょうか。
　また、働く人の「精神障害の労災補償請求件数」（厚生労働省発表）
が2023年度は前年度より800件以上増加し、まさしく職場において
「不安」が漂い、その結果、心の健康問題が多発していることがわか
ります。さて、この心の健康問題、予防できるのでしょうか。その対応は、
自分自身で対応するセルフケアが基本ですが、職場では自分で解決で
きない問題がたくさんあることから、上司の支援を受けることで解決
することが必要になります。つまり、ラインによるケアによって解決
していかなければならない課題が山積しているといえます。自分に
合っていない仕事は、知らない、慣れない、失敗への恐れなどが相まっ
て、心の健康を損ない、睡眠障害をはじめとした様々な症状が出現す
ることになります。その結果、「心の健康問題」は進行し「メンタルヘ
ルス不調」から「うつ病」のような長期間の治療を必要とする疾患へと
悪化します。メンタルヘルス不調を未然に防ぐには、組織としての健
康づくり風土を醸成することが必要不可欠であることから、メンタル
ヘルス・マネジメント®検定試験の「セルフケアコース」、「ラインケ
アコース」そして「マスターコース」で学ぶ必要性がますます高まって
いると言えます。「人資本」は、心身の健康が基盤であることから、
これら3つのコースによって培われたヘルスリテラシーによって企業
の成長の基盤としていただきたいと思います。

※健康経営®は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。

これからの時代のために、
体系的に「職場のメンタルヘ
ルス」を学べるカリキュラム

ストレス社会と
メンタルヘルス不調

職場でのメンタルヘルス不調は増加傾向職場でのメンタルヘルス不調は増加傾向 精神障害などの労災申請は大幅に増加精神障害などの労災申請は大幅に増加
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■過去1年間にメンタルヘルス不調により
連続1か月以上休業した労働者がいた事業所の割合
労働安全衛生調査（実態調査）〈厚生労働省〉

※19年度は実態調査なし
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■精神障害等の労災補償状況〈厚生労働省〉
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団体特別試験とは、企業・団体・学校が、所属する従業員や職員、学生を対象に、メンタルヘルスケアに
関する教育・研修の一環として、メンタルヘルス・マネジメント®検定試験を実施する制度です。

■ 企業・団体・学校のご都合にあわせて、日時、場所を設定できます。
■ 所定の手続きにもとづいて、受験のお申込みをされた企業・団体・学校が試験を実施します。
　（試験監督者の派遣はございません）

（注）「受験申込みにあたって」、「個人情報の取扱いについて」、その他の注意事項は、公式ホームページにてご案内しています。
https://www.mental-health.ne.jp/guide/group.html
お申込み前に必ずこれらをご確認、ご同意のうえお申込みください。
本試験の受験を申込まれた企業・団体・学校は、上記公式ホームページのご案内に記載されているすべての事項について同意しているものとみなします。

団体特別試験の手続き

ご担当者様宛てに申込み内容の確認のご連絡をした後に、受験料の請求書等をお送りいたします。

試験実施日の1週間前
受験料の入金確認後、問題・解答用紙や実施手順など必要資材一式をお送りします。
※複数日に分けて試験を実施する場合、合計申込者数に変更がなくとも、試験資材発送後に試験日ごとの申込
　（受験）人数の内訳を変更することはできません。

試験実施日の2週間前まで
指定の銀行口座へ受験料をお振り込みください。
※期日までにご入金いただけない場合、試験実施日までに試験問題などの資材が届かないこともございます。
※理由の如何にかかわらず、ご入金後の申込人数変更や受験料の返金、次回試験への繰り越し、試験日の変更
　はできません。

ボタンをクリック

試験実施日の3週間前まで

申込みフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
申込方法 団体で申し込む 団体特別試験のお申込みはこちら

■ インターネットでお申込みください。
　https: / /www.menta l -heal th .ne. jp /apply /group.html

試験の
申込み1

申込み受付2

受験料の
入金3

試験資材
の送付4

各企業・団体・学校にて実施手順にもとづき、厳正に試験を実施していただきます。試験実施5

試験実施後3日以内
試験実施後、解答用紙をメンタルヘルス・マネジメント®検定試験センターにご返送いただきます。

解答用紙
の返送6

メンタルヘルス・マネジメント®検定試験センターに解答用紙が到着してから、2～3週間で、受験
者個別成績票（合格者には合格証を添付）、受験者成績一覧表をご担当者様宛てにお送りします。結果通知7

団体特別試験

団体特別試験
お問い合わせ先

メンタルヘルス・マネジメント®検定試験センター（団体特別試験係）

（土・日・祝休日・年末年始を除く　10:00～17:00）
075-746-5307

公開試験

■ 受験票、合格証（合格者のみ）は受験者ご本人にお送りします。　　
■ 団体受験ご担当者には、受験者成績一覧表をお送りします。

企業・団体・学校などで申込人数が10人以上の場合、公開試験にまとめてお申込みいただけます。ご担当者は団体受験申請書の提出
（登録）が必要となります。ご希望の際は上記団体受付期間にメンタルヘルス・マネジメント®検定試験センターまでお申出ください。

【団体で公開試験にお申込み（団体受験）の場合】

■ 統一日に指定会場で実施します。

お申込み方法

※お身体に障がいがある方や妊娠中の方などで、受験に際して特別な配慮を希望される場合には、受験上の配慮申請期間（第39回：8月25日（月）～9月5日
（金）、第40回：2026年1月6日（火）～1月16日（金））に必ず公式ホームページの問合せフォームよりご連絡ください。

■ 受験料のほかに申込システム利用手数料（495円：うち消費税45円 ※適用税率10％）が必要です。
■ 成績の確認方法はWEB照会となります。WEB成績票を見られない方は「成績票郵送希望者受付期間」内に受験者ご本人がメンタル
ヘルス・マネジメント®検定試験センターにご連絡ください。WEB成績票と同一内容の成績票を普通郵便で発送します。

■ 本試験を申込まれた方は、上記公式ホームページに記載されているすべての事項について同意しているものとみなします。

メンタルヘルス・マネジメント®検定試験公式ホームページ https://www.mental-health.ne.jp/ からお申込みください。
（受験料のお支払い方法は「コンビニ店頭決済」もしくは「クレジットカード決済」のいずれかです。）

インターネットでお申込み

※受験地ごとの受験申込者数に定員（コースごと）を設定いたします。申込期間に関わらず、定員に達した受験地・コースは申込受付を終了とさせていただきます。
※各受験地の会場は、受験票にてお知らせいたしますので、事前のお問い合わせはご遠慮ください。

公開試験
お問い合わせ先

メンタルヘルス・マネジメント®検定試験センター

info@mental-health.ne.jphttps: //www.mental-health.ne.jp/ 
（土・日・祝休日・年末年始を除く　10:00～17:00）06-6944-6141

任意に設定できます（配布・説明・回収などを含め、１回の試験で所要時間は約2時間半です）。
試験会場は日本国内に限ります。

お申込みをされる日本国内の企業・団体・学校に所属している従業員、職員、学生の方
※試験の実施に関与する方は受験できません。受験した場合は無効になります。
※詳しくは、公式ホームページ内の「受験申込みにあたって」（注）をご確認ください。

学歴・年齢・性別・国籍に制限はありません。※但し、お申込みは1コースにつき原則として10人以上です。

随時（試験実施日の3週間前までにお申込みください）

種（ラインケアコース）　　　種（セルフケアコース）II III

成績票・合格証発送 解答用紙返送後、2～3週間（担当者様宛てに受験者全員分を一括送付します）

日 時 ・ 場 所

受 験 申 込 受 付

実 施 コ ー ス

受 験 料
（うち消費税）

対 象 者

受 験 資 格

種：5,980円（543円） 種：4,220円（383円）　※適用税率 10％ 　II III

試 験 日

実施コース

申
込
期
間

一般受付：
コンビニ店頭決済
一般受付：
クレジットカード決済
団体受験／
受験上の配慮申請受付
受験票発送日

受験票未着問合せ期間

合格証発送日
(合格者全員に発送いたします）

合格証未着
問合せ期間

WEB成績票
照会期間

成績票郵送希望者
受付期間

受 験 地

受 験 資 格

受 験 料
（うち消費税）

第39回 第40回
2025年11月2日（日） 2026年3月15日（日）

  I 種（マスターコース）
　  II 種（ラインケアコース）
　 III 種（セルフケアコース）

　  II 種（ラインケアコース）
　 III 種（セルフケアコース）

9月12日(金)～9月21日（日） 2026年1月23日(金)～2月1日（日）　

9月12日(金)～9月25日（木） 2026年1月23日(金)～2月5日(木)

8月25日（月）～9月5日（金） 2026年1月6日（火）～1月16日（金）

10月15日（水） 2026年2月25日（水）

10月23日（木）・10月24日（金） 2026年3月5日（木）・3月6日（金）

II・III 種＝12月12日（金）
I 種＝2026年1月16日(金) 2026年4月24日(金)

II・III 種＝12月22日（月）・12月23日（火）
I 種＝2026年1月28日（水）・1月29日（木） 2026年5月11日(月)・5月12日（火）

II・III 種＝12月5日（金）10：00～
2026年3月5日(木)17：00

I 種＝2026年1月9日（金）10：00～
4月9日(木)17：00

2026年4月17日(金)10：00～7月17日(金)17:00

II・III 種＝12月5日（金）～12月12日（金）
I 種＝2026年1月9日（金）～1月16日(金) 2026年4月17日(金)～4月24日(金)

札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、新潟、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、高松、福岡
（上記の中から受験地を選択していただきます。）

I 種：11,550円（1,050円） 　II 種：7,480円（680円） 　III 種：5,280円（480円）　※適用税率10％ 　
学歴・年齢・性別・国籍に制限はありません。　 ※団体申込に伴う一括支払の場合は、消費税額=一括支払総額×10／110（小数点以下切捨）となります。
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